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高等学校等の生徒が在学中に裁判員等に選ばれた場合の留意事項について 

 裁判員及び検察審査員（それぞれの補充員を含む。以下「裁判員等」という。）

は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選ぶこととされています。公職選挙

法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 43 号）により、選挙権年齢が 18

歳以上に引き下げられた際には、当分の間、18歳及び 19歳の者は裁判員等の職

務に就くことができないこととされていましたが、令和３年５月 28日に公布さ

れた少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 47号）により、この暫定

的措置が廃止され、令和４年４月１日から 18 歳及び 19 歳の者も裁判員等にな

ることができるものとされました（別紙１参照。）。 

このため、高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含

む。以下同じ。）や専修学校（以下「高等学校等」という。）の生徒が在学中に裁

判員等に選ばれる可能性があります。（例えば、令和４年４月から９月頃までの

間に 18 歳に達する生徒は、令和４年 11 月頃に翌年の裁判員候補者名簿に記載

されたとして通知を受ける可能性があります（検察審査会制度についても同様

です。)。名簿に記載された裁判員候補者は、令和５年２月頃から令和６年２月
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高等学校等の生徒が在学中に裁判員等に選ばれた場合の留意事項について 

今般、18 歳及び 19 歳の者も裁判員等になることができるものとされることに

伴い、生徒が在学中に裁判員等に選ばれた場合の留意事項を示しましたので、関係

各位におかれましては、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 
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頃までの間に、裁判員選任手続期日や裁判に出頭する可能性があります。令和４

年９月頃から令和５年３月までの間に 18 歳に達する生徒は、令和５年 11 月頃

に裁判員候補者名簿に記載されたとして通知を受ける可能性があります。また、

裁判員及び補充裁判員に選ばれる確率は、約１万 5200人に１人程度です。検察

審査員及び補充員に選ばれる確率は、約１万 4000人に１人程度です。） 

このことを踏まえ、高等学校等の生徒が在学中に裁判員等に選ばれた場合の

留意事項を下記のとおり整理しましたので、各高等学校等において、裁判員等や

その候補者として選ばれた生徒から相談等があった場合には、制度の趣旨や下

記を踏まえつつ、必要な情報提供や助言を行う等、適切な対応をお願いします。 

各都道府県教育長におかれては所管の高等学校等及び高等学校を設置する域

内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員会を除く。）に対し、各指定都市教

育長におかれては所管の高等学校に対し、各都道府県知事におかれては所轄の

高等学校等及び学校法人に対し、附属学校を置く各国公立大学法人の長におか

れては附属の高等学校等に対し、構造改革特別区域法（平成 14年法律第 189号）

第 12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の高等学校及

び学校設置会社に対し、厚生労働省医政局長及び厚生労働省社会・援護局長にお

かれては所管の専修学校に対して、御周知くださるようお願いします。 

記 

１．裁判員制度等に関する指導について 

 高等学校学習指導要領（平成 21年文部科学省告示第 34号）及び高等学校学

習指導要領（平成 30年文部科学省告示第 68号）の公民科において、裁判員制

度を扱う旨が規定されているところです。 

今般、18歳及び 19歳の者が裁判員等となることができるものとされ、生徒

が在学中に、裁判員等に選ばれる可能性があることから、今回の制度改正を踏

まえ、各高等学校等においては、学習指導要領等に基づき、裁判員制度等につ

いて御指導いただくなど、引き続き、適切に御対応いただきますようお願いし

ます。その際、制度に関する理解を深めるため、例えば、必要に応じて、裁判

員制度に関するリーフレット（別紙２）や検察審査会に関するリーフレット

（別紙３）を授業において取り扱ったり、法曹関係者等の外部人材を活用した

りすることも考えられますので、念のため申し添えます。 

【参考】法務省ホームページ（法教育出前授業・講師派遣） 

https://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/houkoku02.html 
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２．裁判員・検察審査員の辞退について 

裁判員制度については、国民の負担を過重にしないとの観点等から、裁判員

候補者になった場合に一定の辞退事由が定められており、これに該当する裁判

員候補者は裁判員となることについて辞退の申立てをすることができます。高

等学校等の生徒の場合、常時通学を要する課程に在学する者（全日制課程及び

定時制課程をいう。以下同じ。）は、そのこと自体を理由として、辞退の申立

てをすることができます。（裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成 16

年法律第 63号。以下「裁判員法」という。）第 16条第 3項） 

 また、高等学校等の生徒であって常時通学を要する課程に在学する生徒では

ない場合（例えば、通信制課程に在学する者。）であっても、授業、試験、学校

行事等に出席するなど「社会生活上の重要な用務」がある場合（裁判員法第 16

条第８号ニ）も辞退の申立てをすることができます。 

 検察審査会制度については、「学生及び生徒」（常時通学を要する課程に在

学する者に限らない。）であることを理由として辞退の申出をすることができ

ます（検察審査会法（昭和 23年法律第 147号）第 8条第 4号、第 12条の

５）。また、選任された場合でも、授業、試験等のやむを得ない事由があるこ

とを理由に個々の検察審査会議を欠席することもできます（検察審査会法第 24

条）。 

 

３．裁判員・検察審査員に選ばれた場合の指導要録上の取扱い等について 

 裁判員候補者となった場合には、裁判員選任手続期日に出頭することが義務

とされています。また、この選任手続期日で裁判員や補充裁判員に選任された

場合には、公判期日等に出頭することも義務とされています。 

 そのため、裁判員候補者、裁判員又は補充裁判員として生徒が出頭した際の

指導要録上の取扱いについて、校長が出席しなくてもよいと認める場合には、

「出席停止・忌引等の日数」として記録することが適当であり、「欠席日数」

として取り扱うことがないようお願いします。検察審査員又は補充員として検

察審査会議に参加する場合も同様です。 

 なお、裁判員等として生徒が出頭したことに伴い、学習に著しい遅れが生じ

ることのないよう、必要に応じて、補習の実施等の措置を講じていただくよう

お願いします。 
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【本件連絡先】 

（全体について） 

文部科学省初等中等教育局 

参事官（高等学校担当）付企画係 

TEL:03-5253-4111（内線 3705） 

 

（裁判員制度等に関する指導について） 

文部科学省初等中等教育局 

教育課程課企画調査係 

TEL:03-5253-4111（内線 2565） 

 

（特別支援学校の高等部について） 

文部科学省初等中等教育局 

特別支援教育課企画調査係 

TEL:03-5253-4111（内線 3193） 

 

（専修学校について） 

文部科学省総合教育政策局 

生涯学習推進課専修学校第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 2939） 
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裁判員制度・検察審査会制度について 

 

１ 裁判員制度について 

(1) 裁判員の対象年齢が 18 歳以上になることと裁判所における配慮について 

 裁判員制度は、国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度で、原則

として、６人の裁判員と３人の裁判官が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人

が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断します。国民が刑事

裁判に参加することにより、裁判の内容に国民の視点、感覚が反映されること

になり、その結果、裁判が身近なものになり、司法に対する国民の理解と信頼

が深まっていくことが期待されています。 

 今般、その裁判員の対象年齢が 20歳以上から 18歳以上になることになりま

すが、より多くの国民の考えや意見を活かした多様な視点が裁判に反映される

ことが期待されます。  

 裁判員に選任された場合には、実際の審理に先立ち、裁判手続や裁判員の権

限・義務等について裁判官から丁寧な説明があり、審理中にも必要に応じて十

分に説明がされるため、法律知識や事前の勉強は必要ないとされています。ま

た、審理において証拠等を確認する機会がありますが、証拠は審理に必要なも

のに厳選し、さらに、見た者が精神的に打撃を受けてしまうような証拠は必要

に応じて白黒写真やイラストにかえるなど、できる限り裁判員の負担が少なく

なるよう配慮することに加えて、「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」等の

相談体制も整備するなど、裁判員が安心して裁判に参加することができるよう

努められています。 

 

(2) 裁判員に選ばれる時期及び期間について 

 裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が作成した衆議院議員の選

挙人名簿から無作為にくじで選んで地方裁判所ごとに作成されます。そして、

事件ごとに裁判員候補者が裁判員候補者名簿の中からくじにより選ばれ、辞退

希望の有無を確認の上、裁判員選任手続期日において、最終的にそれぞれの事

件の裁判員が選ばれます。 

 裁判員候補者名簿は、例年、前年の秋頃に作成され、記載された者には、11

月頃、その旨が通知されます。名簿の記載期間は１年間で、その間に裁判員候

補者に選ばれた場合に改めて裁判員選任手続期日の通知がありますが、同期日

は早くとも翌年２月頃以降の日程となります。裁判員選任手続期日を経て、裁

判員に選ばれると、裁判員裁判に参加することになりますが、争点や証拠を絞

り込み、審理も集中して行われるため、その多くは５日前後で終わります。 

 例えば、令和４年４月から９月頃までの間に 18歳に達する生徒は、令和４

別紙１ 
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年 11月頃に翌年の裁判員候補者名簿に記載されたとして通知を受ける可能性

があります。名簿に記載された裁判員候補者は、令和５年２月頃から令和６年

２月頃までの間に、裁判員選任手続期日や裁判に参加する可能性があります。

また、令和４年９月頃から令和５年３月までの間に 18歳に達する生徒は、令

和５年 11月頃に裁判員候補者名簿に記載されたとして通知を受ける可能性が

あります。 

 なお、令和２年に裁判員又は補充裁判員に選ばれた人数を前提とすると、裁

判員及び補充裁判員に選ばれる確率は、全国で１年あたり、全有権者の約 1万

5200人に１人程度です。 

 

２ 検察審査会制度について 

⑴ 検察審査員の対象年齢が 18 歳以上になることと検察審査会における配慮

について 

検察審査会制度は、国民から選ばれる 11人の検察審査員が、検察官が事件

を裁判にかけなかったこと（不起訴処分）のよしあしを審査する制度です。 

裁判員制度と同様に、検察審査員の対象年齢も 20歳以上から 18歳以上になり

ます。 

検察審査会においても、事務局の職員が手続等について丁寧に説明を行うな

ど、法律知識や事前の勉強がなくても安心して審査に参加できるように配慮さ

れています。 

 

⑵ 検察審査員に選ばれる時期及び期間について 

検察審査員候補者名簿も、衆議院議員の選挙人名簿からくじで作成されるこ

と、候補者に辞退希望の有無等を確認した上、検察審査員が選ばれることは裁

判員と同様です。ただし、裁判員とは異なり、検察審査員は、事件ごとではな

く任期（６か月）ごとに選ばれます。また、候補者が出席を求められるような

選任手続期日は行われず、辞退希望の有無等は、書面で確認されます。 

裁判員と同様に、令和４年９月頃までの間に 18歳に達する生徒は、令和４

年 11月頃に翌年の検察審査員候補者名簿に記載されたとして通知を受ける可

能性があります。検察審査員としての任期は、早いもので令和５年２月１日か

ら６か月間です。任期中は、月に１，２回程度開かれる検察審査会議に参加す

ることになります。 

なお、検察審査員及び補充員に選ばれる確率は、全国で１年あたり、約１万

4000人に１人程度です。 
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【参考】 

〇裁判員制度について  

https://www.saibanin.courts.go.jp/index.html 

 ※最高裁判所ホームページ。裁判員制度についてより詳しい情報やＱ＆Ａ

が掲載されている。 

 

〇裁判員制度ナビゲーション（改訂版）（2021年 10月発行）について 

 https://www.saibanin.courts.go.jp/videopamph/pamph/navi.html 

  ※裁判員制度のパンフレット。裁判員裁判の実際の運用等について掲載さ

れている。 

 

〇「さいニャンとクイズで学ぼう！裁判員制度」（別紙２） 

 https://www.saibanin.courts.go.jp/videopamph/pamph/index.html 

  ※裁判所作成のパンフレット。裁判官等による学校等への出前講義等でも

用いられている。 

 

○「宇賀なつみのそこ教えて！～対象年齢が広がります！裁判員裁判」 

 https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23753.html 

  ※政府広報番組。高校に出向いた現役の裁判官とともに高校生が模擬裁判

を行う場面もある。 

 

〇検察審査会制度について 

https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html 

 ※最高裁判所ホームページ。検察審査会制度についてより詳しい情報やＱ

＆Ａが掲載されている。 

 

〇「検察審査会Ｑ＆Ａ」（別紙３） 

 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2020/r2kenshinQA.pdf 

  ※検察審査会リーフレット。検察審査会制度について制度の概要がまとめ

られている。 

 

○公職選挙法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第 43号）（抄） 

附 則 

（検察審査会法の適用の特例） 

第七条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査

会法（昭和二十三年法律第百四十七号）第六条各号に掲げる者とみなして、
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同法の規定を適用する。 

２ 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規

定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一

項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者

を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。 

（略） 

 （裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例） 

第十条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の

参加する刑事裁判に関する法律（平成十六年法律第六十三号）第十五条第一

項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。 

２ 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十

三条第一項（同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。）の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第

二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年

未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。 

 

○少年法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 47号）（抄） 

附 則 

（公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十七条 公職選挙法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十三

号）の一部を次のように改正する。 

附則第五条から第十条までを削る。 

 

○裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成 16年法律第 63号）（抄） 

（裁判員の選任資格） 

第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定め

るところにより、選任するものとする。 

（就職禁止事由） 

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことがで

きない。 

一～十八 （略）  

２ （略） 

（辞退事由） 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞

退の申立てをすることができる。 

一～二 （略） 
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三 学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生

徒（常時通学を要する課程に在学する者に限る。） 

四～七 （略） 

八 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の

職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判

員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 

イ～ハ （略） 

二 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期 

日に行うことができないものがあること。 

ホ （略） 

 （不利益取扱いの禁止） 

第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判

員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれ

らの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなら

ない。 

 

○検察審査会法（昭和 23年法律第 147号）（抄） 

第四条 検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を

有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織す

る。 

第六条 次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。 

一～十三 （略）  

第八条 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。 

一～三 （略） 

四 学生及び生徒 

五～九 （略） 

第十二条の五 第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補

者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定す

る事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となるこ

とについて辞退の申出をすることができる。 

第二十四条 検察審査員及び補充員は、疾病その他やむを得ない事由に因り招

集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞

することができる。この場合においては、書面でその事由を疎明しなければ

ならない。 
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○×クイズ！裁判員制度

どっちだろう…

○かな？
それとも×かな？

僕と一緒に
学ぼうニャ！

Q1Q1
Q2Q2

Q3Q3
答えは
ウラ面へ
GOニャ！

皆さんは，平成２１年５月に始まった裁判員制度
について，どのくらい知っていますか。さいニャン
と一緒に学んでみましょう！

学生や法律に詳しくない人でも，
裁判員になることができる。
学生や法律に詳しくない人でも，
裁判員になることができる。

裁判員が参加する裁判は，
重大な刑事事件の裁判である。
裁判員が参加する裁判は，
重大な刑事事件の裁判である。

判決を決めるための議論では，
裁判員の意見を参考にして，
裁判官が結論を決める。

判決を決めるための議論では，
裁判員の意見を参考にして，
裁判官が結論を決める。

さいニャンとクイズで学ぼう！

さいニャンとクイズで学ぼう！

活かせる！あなたの考え,みんなの意見活かせる！あなたの考え,みんなの意見

裁判員制度裁判員制度

別紙２
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裁判員に選ばれるまでの流れ

裁判員の役割

くじで裁判員候補者になられた方に，その旨
をお知らせします。

https://www.saibanin.courts.go.jp
もっと詳しく調べてみよう！もっと詳しく調べてみよう！

どうして制度ができたのかな？ 私も選ばれるかもしれないの？

検索裁判員制度

裁判員は，衆議院議員の選挙権を有する
方であれば，原則として誰でもなることが
できるよ。令和５年からは，１８歳以上であれば
裁判員になることができるんだ。
学生は，学業などを理由に辞退することも

できるけど，多くの方がよい経験と回答している
ので，通知がきたら前向きに参加を検討して
ほしいな。

毎年11月ころ

裁判の６～８週間前までに，選任手続期日を
お知らせします。

翌年の１月以降

ご出席いただいた方の中から，くじで裁判員
６名を選任します。

選任期日当日

A1A1
正解は正解は ！！

辞退できる場合もあります！
Check!

７０歳以上
学生

重い病気やケガ
親族等の養育・介護，など

答え合わせ

裁判所

○○

僕も将来

裁判員になるかも

しれないんだね！

さいニャンが解説！

そうニャ！

うん
うん

学生や法律に詳しく
ない人でも裁判員
になれるよ

例えば，

よい経験と
感じた
34.9％

よい経験と
感じた
34.9％

Check!

審理

評議

判決

裁判に立ち会って，検察官，
弁護人，被告人，証人の話を
聞いたり，証拠を見たり
します。

法廷で見聞きしたことを
もとに，裁判官と一緒に，
被告人が有罪かどうか，有罪
であればどのような刑にする
のかを議論して決めます。

判決宣告に立ち会います。

たくさん

いるニャ！

【令和２年度アンケート結果】

A2A2 裁判員制度の対象となる事件は，地方
裁判所の行う，殺人や放火などの重い
犯罪の刑事裁判だよ。

裁判員に選ばれた人は，裁判官と
対等の立場で，みんなで一つのチーム
として参加するんだよ。ひとりひとりの
考えや意見を活かした多様な視点が
裁判に反映されることを目的として
いるよ。

正解は正解は ！！○○

A3A3
正解は正解は××
結論は全員で
話し合って
決めるよ

裁判員として裁判に参加した方の
感想を伺うと，９７％の人が「（非常に）
よい経験と感じた」と回答されています。

さいニャンが教えて
くれて

よく分かったよ！
分かりやすく教えてくれてどうもありがとう！

うれし
いニャ！

非常に
よい経験と
感じた
62.1％

非常に
よい経験と
感じた
62.1％

へぇ～
そうなんだ！

！！
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